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研究成果の概要（和文）：本研究の目標は、国内の「言語サービス」の実態を踏まえ、言語サービス評価の指標作りを
行うことであった。分析結果として例えば、外国籍住民が多く居住する集住地域や大都市地域（自治体等）では、「外
国人の理解できる言語で情報を提供する」という側面を意識した事業等が提供されていることが多く、その他の地域で
は、そうした意識が希薄であるということがわかった。また外国籍住民に共通した要望は、医療通訳や母語／第一言語
に関する言語支援の充実であった。この要望を踏まえると、「言語サービス」を評価する指標には「共生社会への円滑
な参加を促進するための事業やサービス」を提供する観点がいかに含まれているかが大きな鍵となる。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to create indices of the language service evaluation 
based on the actual situation of "language service" in Japan. Our analysis has found that, in 
Shuju-chiiki(areas where many foreigners live) and big city areas, such local governments are fully 
conscious of the importance of providing information in languages intelligible to foreign residents, 
whereas, in other areas, language service is less frequently provided and the local governments are 
ignorant of the importance of language service. This study has also found that most foreign-registered 
citizens demand commonly that language support should be improved and, in particular, medical 
interpreters who understand their mother tongue (the first language) should be provided. In respond to 
these requests, it is the key to the evaluation of "language service" whether a point of view of 
providing “measures and services to promote smooth participation in a multilingual/multicultural 
society” is included or not.

研究分野： 多文化教育、日本語教育、社会言語学
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istics　言語サービス評価

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

「言語サービス」という概念及び関連した

研究分野は、1989 年から 90 年にかけて改

正・施行された出入国管理及び難民認定法の

運用に伴う、90 年代以降の地域の住民構成や

日本語学習需要の変容の中で、徐々にその認

識が深まってきた。つまり、地球規模の人の

流動化の中で日本に移住して住みついた、い

わゆる移民定住者≒外国人住民の増加に伴

い住民の言語背景が多言語化した社会に応

じて、情報の共通理解に向けた施策が自治体

等に必要になってきたという経緯がある。 

なお、「言語サービス」を広く捉えると、

例えば、「災害・事故・緊急医療など緊急事

態に関する言語サービスの提供」「相談窓口

の提供」「パンフレットやホームページを通

した、生活情報の提供」「多言語での公共の

掲示、道路標識、案内標識の充実」「観光案

内の充実」「司法通訳の提供」「日本語教育の

提供」「外国人児童への母語保持教育の提供」

など、住民の言語生活を充実する上で欠かせ

ない、多様なサービスが包含されている（河

原 2004）。関連して、道路標識や看板等の多

言語表示などもサービスの例である。まさに、

言語・生活を支える広範なサービスであり、

福祉・医療、法律、言語、教育、観光などの

多領域が跨る研究分野と考えられる。 

 

参考文献 

河原俊昭編（2004）『自治体の言語サービ

ス－多言語社会への扉をひらく』春風社 

 

２．研究の目的 

（１）本研究の総合的な目的 

「言語サービス」とは、「外国人が理解で

きる言語を用いて、必要とされる情報を伝達

する」という意味である。これまで日本の各

地で様々な言語サービスが提供されてきて

いるが、やりっぱなしであり、サービスの効

果の検証、つまり「言語サービスの評価」が

行われていない状況にある。そこで本研究で

は、国内の言語サービスの実態を調査すると

ともに、その結果を踏まえ、「言語サービス

評価」の指標を開発するための研究を行う。

これらの研究、成果普及活動を通して、3.11

のような災害時に不可欠な外国人住民（移民

してきた地域定住者）への多言語サービスの

提供の充実や、その一環として実施される言

語生活支援の充実に向けた施策作り、今後の

多言語社会に対応した長期的視野に立った

言語政策や日本語教育政策・制度構築の基礎

資料提供を目指す。 

（２）本研究で明らかにしようとしたこと 

１で述べた学術的背景や研究の目的、課題

等を踏まえると、外国人住民に対する言語サ

ービスの展開に際しては、その準備段階とし

て人間の言語生活に関係した広範な領域に

対する「学際的、実証的な研究を必要とする」

（2008年 5月「移民政策学会」設立趣旨から）

ことになる。例えば、日本学術会議の報告書

『言語・文学分野の展望－人間の営みと言

語・文学研究の役割』（2010 年 4 月）の中で

は、日本語非母語定住者への日本語教育の必

要性について指摘するとともに、将来にわた

る日本社会の（ゆるやかな）統合性と安定性

維持のためにも、そのための施策の責任と費

用を国が負担することを提案している。しか

し、2008年のリーマンショック以来特に、世

の中の流れは、言語サービス（日本語教育を

含む）等の外国人に関わる事業の予算は、費

用対効果の問題（経済的尺度）から、どんど

ん削減されていく方向にある。こうした経済

至上主義的なサービスの削減が、今回の 3.11

の震災時にも、結局は被害をさらに甚大なも

のとしてしまったと推定される。本研究では、

この方向を転換するべく、まず、「言語サー

ビス」の実態調査と確認調査を平成 26 年 5

月頃から 27 年 11月頃まで行った。その結果

を踏まえ、費用対効果や経済的尺度を超えた、

共生社会の基盤となるような、サービス評価

の指標（試案）の検討を行った。 

 



３．研究の方法 

本研究は、平成 17 年度から 20 年度にかけ

て行った科学研究費（基盤Ｂ）（以下、科研

１）の「多文化共生社会に対応した言語教育

政策の構築に向けた学際的研究－複合領域

としての日本語教育政策研究の新たな展開

を目指して－」の成果の一部を踏まえて、こ

れまで行われていない萌芽的研究、つまり、

「言語サービス評価の方法」のモデル開発に

関する研究、開発を行うことにある。 

そこで、調査地域の関係者に寄り添い、

協働するという姿勢で行う、形成的フィー

ルドワークの手法を用いて、以下の調査を

平成 26 年度から 27 年度にかけて行った。 

（１）国内調査の実施：国内約 20 地域で、

言語サービス関連の担当者や関係者にイ

ンタビュー調査を行い、収集したデータ

を分析した。 

（２）「言語サービス評価の方法」の開発：

国内の調査の結果を踏まえた比較分析と

言語サービス評価の方法の開発を、多分

野・多領域に跨る学際的観点から行った。 

（３）パイロット調査の実施：本研究の次の

段階の大規模な国内・海外調査に向けて、

日本のＡ県Ｂ市と韓国の関連地域での聞

き取りパイロット調査を実施した。具体的

には、当該地域に移住・定住した人や関係

者に半構造化インタビュー及び、異文化理

解・意識等に関する調査を行った。 

 
４．研究成果 

本研究の目的は、国内の言語サービスの実

態を調査するとともに、その結果を踏まえ、

「言語サービス評価」の指標を開発すること

である。ここで用いる「言語サービス」とは、

狭義（具体的・技術的な側面）では「外国人

が理解できる言語を用いて、必要とされる情

報を伝達すること」という意味である。広義

（理念的な側面）では「外国人住民の母語に

よるアイデンティティを守り、その文化の発

達を支援すると同時に、日本人住民との共生

社会を作っていくための言語政策や施策の

一つ」という意味となる。 

（１） 平成 26 年度の成果 

26 年度は、研究分担者や連携研究者との間

で適宜会合を持ち、「言語サービス」という

言葉の定義について再検討するとともに、連

携研究者等との情報交換を適宜行いながら、

「言語サービス評価の方法」のモデル開発に

向けて、以下の①～③の調査研究を行った。 

① 国内調査：科研１の結果から、その

地域の人口構成をはじめ、言語サー

ビスや言語支援に関する事業担当者

やコーディネータ役を務めている

人々の貢献度が高いと考えられる地

域（国内約 20 地域の中で 11 地域）

に主に焦点を当てた。この調査では、

各地域を訪問して、言語サービスを

支えるキーパースンに対して、本研

究に関連した調査依頼と、半構造化

インタビューを実施した。 

② ①のインタビュー調査の結果を踏ま

えて、地域ごとの言語サービスの概

要・特徴、地域の背景・特徴（集住

地域、散在地域、大都市地域、大都

市周辺地域、その他の地域）等に焦

点を当てながら分析、分類を行った。 

③ パイロット調査として、韓国に焦点

を当てた。施策展開が比較的活発だ

と捉えられる A 市を訪問し、本調査

に向けた、関係者への説明とネット

ワークづくりを行った。 

（２） 平成 27 年度の成果 

 最終年度（平成 27 年度）は、言語サービ

スの実態を探り、「言語サービス評価」の指

標を開発するために、言語サービスや言語生

活支援に関する事業が比較的充実し、担当者

やコーディネータが適切な役割を果たして

いると捉えられる（平成 26 年度の調査地域

の再訪も含めて）16 地域（北海道札幌市、秋

田県能代市、宮城県仙台市、群馬県太田市・



大泉町他）に焦点を当てた。各地域を訪問し

て、言語サービスや言語生活を支えるキーパ

ースンや外国籍住民に対して本研究に関連

した半構造化インタビューを行った。 

 分析結果を踏まえて見えてきたことは、集

住地域や大都市地域では、外国人の理解でき

る言語で情報を提供するという側面を意識

した言語サービスが提供されている場合が

多いが、その他の地域（散在地域、大都市周

辺地域など）では、そうしたサービスを提供

する意識が希薄であるということであった。

また、ほぼ全地域で共通した、外国人住民の

要望は、特に多かったのは医療通訳関連で、

その他に母語（第一言語）に関する言語支援

や防災に関する情報の充実等であった。 

 換言すれば、多くの外国人は、日本の公的

機関（自治体等）に対して「地域住民として

本来的に所有する言語権に基づいた言語サ

ービス」の提供を期待していることが窺えた。

こうした期待を踏まえると、「言語サービス

評価」を通して「多文化共生社会やグローバ

ルコミュニティー（グローカルな地域社会）

に出来るだけ円滑に参加できるよう促進す

るサービス」が事業の中にいかに含まれてい

るかを検証出来る指標作りが期待されよう。 

 ４．成果の冒頭で既に触れたが、指標を作

成するにあたって、「言語サービス」の意味

については、狭義（「外国人が理解できる言

語を用いて、必要とされる情報を伝達するこ

と」）に捉えるだけでなく、可能な限り広義

（「外国人住民の母語によるアイデンティテ

ィを守り、その文化の発達を支援すると同時

に、日本人住民との共生社会を作っていくた

めの言語政策や施策の一つ」）に捉えたい。 

具体的には、１の背景のところで述べたよ

うな施策や事業等のサービスが視野に入る

こととした。換言すれば、「災害・事故・緊

急医療など天候や健康の緊急事態に関する

言語サービスの提供」「多言語による相談窓

口の提供」「多言語ややさしい日本語による

パンフレットやホームページを通した、生活

情報の提供」「多言語、平仮名によるルビ付

き文字による公共の掲示、道路標識、案内標

識の充実」「来日する人々の目線に立った観

光案内の充実」「司法（法廷）通訳／医療通

訳などの提供」「日本語教育・学習支援の場

の提供」「外国人児童への母語に配慮した施

策や母語保持教育の提供」など、住民の言語

生活を充実する上で欠かせない、多様なサー

ビスが包含されると考えた（河原 2004）。 

そして、福祉的で幅広い分野（「方言」「言

語教育」「言語管理・言語政策」「医療：看護、

介護」「医療通訳・法廷通訳」「観光」等）の

課題も視野に入れた Welfare Linguistics（徳

川 1999）という観点から、分担者、協力者と

の協働、検討を基に、言語サービスの定義の

問い直しを行うとともに、外国人住民の要望

（聞き取り調査の結果等）を踏まえて、サー

ビスの在り方や以下のような指標（案）作り

について追究した。 

その成果として、「言語サービス評価」の

指標（案）の例を以下に記述する。 

「言語サービス評価」の指標（案） 

〈サービスの有無、内容、方法等がしっか

り工夫されたものとなっているか〉というこ

とのほか、〈サービスの内容が、多くの外国

籍住民の要望や需要に合っているか、地域の

現場に有益なものか〉などについて検討の上、 

言語サービスの中で特に重要と考えられる

以下の項目（23 項目）について 10 段階評価

（表 1参照）で行う。 

 合計は 280点（10点×18＋20点×5）とな

る。なお 2 倍の点数で換算する項目（太字で

提示）は、ヒヤリングの結果特に外国籍住民

の方々から要望、需要の多かった項目である。 

 

＊多言語による相談窓口の提供の充実度 

＊住民登録、税金、保険、学校教育の制度等

に関する情報の充実度 

＊就職、雇用問題に関する情報提供や履歴書



作成などへのサポート体制の充実度 

＊外国籍住民が各種手続きを行う際のサポ

ート体制の充実度 

＊自治体等の広報・ニューズレターの多言語

サービス（やさしい日本語含む）の充実度 

＊地域の日本語教室（学習支援の場の提供）

の充実度 

＊地域の日本語教育に関わる支援者養成の

充実度 

＊予防接種や健康診断の内容・方法等に関す

る情報提供の充実度 

＊医療通訳制度の認識、充実度（この項目に

ついては２倍の点数で換算する） 

＊病院の受付で手続きする際のサポート体

制の充実度 

＊医療用語の翻訳サービスの充実度 

＊司法（法廷）通訳制度の認識、充実度 

＊生活相談に関する通訳・翻訳制度の充実度 

＊子どもに対する日本語教育の充実度（この

項目については２倍の点数で換算する） 

＊子どもの母語／第一言語に関する配慮、学

習支援の充実度（この項目については２倍

の点数で換算する） 

＊子どもの進学問題やキャリアデザインに

関する情報提供の充実度（この項目につい

ては２倍の点数で換算する） 

＊複言語／多言語環境における子育て、学校

選択等に関する情報提供の充実度 

＊観光案内に関する言語サービスの充実度 

＊言語景観に関連して、公共の掲示、道路標

識、案内標識等の言語サービス（多言語、

平仮名によるルビ付き文字等）の充実度 

＊防災等の情報に関する充実度（この項目に

ついては２倍の点数で換算する） 

＊外国人も参加しやすい防災訓練の工夫や

参加促進情報提供の充実度（この項目につ

いては２倍の点数で換算する） 

＊関連情報にアクセスするときに不可欠な

コーディネータの存在の有無や充実度 

＊その他の言語サービス（当該地域の特徴と
考えられるものも含む）の充実度 

 

表１ 言語サービスの評価指標（10点～1点） 

モデル事

例となる

ようなレ

ベル（ポ

ジティブ

な評価） 

10 点 複言語／多言語環境に

生きる住民の要望や需

要に応えるという意味

で、とても優れたサー

ビス 

9 点 優れたサービス 

8 点 一定水準のサービス 

ボーダー

ラインの

前後（複

数の評価

者による

評価が不

可欠） 

7 点 複言語／多言語環境に

生きる住民の要望や需

要に応えるという意味

で、ボーダーラインよ

り少し上のサービス

（一定水準にほぼ達し

ている） 

6 点 ボーダーラインのサー

ビス（よいとも悪いと

も評価しにくい） 

5 点 ボーダーラインより少

し下のサービス 

ボーダー

ラインよ

り下（ネ

ガティブ

な評価） 

4 点 複言語／多言語環境に

生きる住民の要望や需

要に応えるという意味

で、一定の水準には達

していないと思われる

サービス（複数の評価

者の別の評価者次第） 

3 点 一定の水準には明らか

に達していない。 

2 点 一定の水準には遠い。 

1 点 一定の水準にはほど遠

く、サービスの在り方

に関する抜本的な改革

（意識、制度）が必要 
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